
 

 

 

 

９月入学に伴う保育所への影響等について 

― 自民党関係の会議に出席 ― 
 

 新聞報道等において、新型コロナウイルスの感染防⽌による学校休校
の⻑期化を受け、９⽉⼊学・始業の導⼊を検討するとの報道がなされて
いるところであり、これと関連して、⾃由⺠主党では、５⽉１９⽇に全
国保育関係議員連盟役員会（会⻑ 野⽥毅議員）、５⽉２０⽇に秋季⼊学
制度検討ワーキングチーム（座⻑ 柴⼭昌彦議員）を開催し、検討が⾏
われました。各会議において、保育団体へのヒアリングとして⽇本保育
協会が出席し、意⾒を述べましたのでお知らせします。 
 なお、要望書は、⽇本保育協会保育問題検討委員会各委員より意⾒を
いただき、それらをもとに保育三団体としてまとめたものです。 
 
＜全国保育関係議員連盟役員会＞ 

 会議には三団体が出席し（⽇本保育協会は⼤⾕理事⻑出席）、現時点で
の課題・懸念点などを説明し、新型コロナウイルスの対応という混乱の
中で検討することが適切なのか、いつから⾏うのか想定しないと対応が
可能かどうかもわからない、などの意⾒があったところです。（別添１） 
 
＜秋季入学制度検討ワーキングチーム＞ 

 この会議では、保育三団体を代表して⽇本保育協会の⼤⾕理事⻑が出
席し、現時点での課題・懸念点などを説明し、意⾒交換が実施されまし
た。（別添２） 
 各議員からは、段階的に実施すれば対応は可能ではないか、また、⼩
学校でプレスクール的に受け⼊れることも考えられるのではないか。義
務教育期間を延ばしている国もあり就学全体を後ろにもっていくだけ
ではなく前にもっていく考えもあるのではないか。⽇本の就学前の教
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育・保育はしっかりした制度となっており⼩学校の⼊学時期は変更する
必要はないのではないか。⼤学⼊学前は奉仕活動などに充て９⽉⼊学そ
れ以外は４⽉という選択肢もあるのではないか。など、様々意⾒が出さ
れたところです。 
 
 なお、様々な報道がなされており、政府として次官級の検討チームが
開催されるとも聞いているが何か資料が出ているのか、という質問に対
して、⽂部科学省より、まだ開かれていないこと、意⾒交換に当たって
の課題等を整理した資料をこの会議に当たって提出した旨、説明があり
ました。（別添３） 
 
 
別添資料 
 １ ５⽉１９⽇・全国保育関係議員連盟役員会あて提出資料 
 ２ ５⽉２０⽇・秋季⼊学制度検討ワーキングチームあて提出資料 
 ３ ５⽉２０⽇・秋季⼊学制度検討ワーキングチームあて⽂部科学省

提出資料 
 



 

令和２年５月 19日 
 

自由民主党全国保育関係議員連盟 様 

 
社会福祉法人 日本保育協会 

理事長 大谷 泰夫 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 全国保育協議会 

会 長 万田  康 

公益社団法人 全国私立保育園連盟 

会 長 小林 公正 
 
 

9 月入学に伴う保育所への影響等について 
 

 

保育ニーズの多様化・複雑化、待機児童問題や人口減少地域における保育の確保、

全国的な保育士不足、保育の質の向上、更には新型コロナウイルス感染症対策への

対応など、保育に関わる諸課題につきましては、保育三団体としても努力して参る

所存ですので、関係各位の引き続きのご支援をお願い申し上げます。 

今般、「９月入学に伴う保育所への影響等」等について、現時点において、保育三

団体として考えられる課題をまとめさせていただきましたのでご参考にしていただ

ければ幸いです。 
 

 

 

１．保育の需要増への対応 
待機児童解消に向けた取り組みについては、これまでも強力に実施されてきてい

ますが、未だ解消には至っておりません。そうした中、４月入学を９月入学とした場

合、方法によっては一時的に保育を必要とする児童数は急増する結果となることは

十分予想されます。 

特に、都市部においては、待機児童が増加するだけでなく、定員の弾力的運用がな

されているところであり、質の低下も予測されるところです。 

 

２．保育人材確保への対応 
  １.と同趣旨ですが、一時的な保育需要の増加に対応する人材確保（予算面も含め

た）が必要です。 

  ご承知の通り、現下の保育士不足は深刻な状況であり、今回の新型コロナウイル

ス感染症への対応などにより、保育士をはじめ保育従事者は疲弊しつつあると承知

しており、更に保育士不足が加速するのではないかと危惧している中、人材確保が

できるのか課題と考えています。 

 

 



 

３．子どものケアへの対応 
子どものケアは、保育所保育指針などをもとに、各保育所等が培ってきたノウハウ

によりクラス編成や保育方法などを実践してきております。 

過渡期においては、学年の生まれ月の範囲が変わることにより、子どもの同士の関

係性などの変化がどのような影響を及ぼすかも考慮し、クラス編成や保育方法など、

工夫することが求められます。 

しかしながら、一時的に保育を必要とする児童が増加することに伴い、既にある保

育所等の物理的な部屋などで工夫することにも限界があると危惧しています。 

 

４．社会全体の制度等との整合性 
前記のとおり、課題と考える点を述べさせていただきましたが、９月入学を仮に行

う場合、一気に行うことや段階的に行うなど様々な方法が想定されるところであり、

方法によっては違った課題も生じるものと考えています。 

いずれにしても、保育は社会を支えるものであり、様々な社会全体の制度（保育に

関連しても、保育士試験の実施時期、就職時期など）と整合性が取れること（４月が

起点となっている制度については原則９月を起点とすること）が不可欠と考えられ

ます。 
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9 月入学に伴う保育所への影響等について 
 

 

保育ニーズの多様化・複雑化、待機児童問題や人口減少地域における保育の確保、

全国的な保育士不足、保育の質の向上、更には新型コロナウイルス感染症対策への

対応など、保育に関わる諸課題につきましては、保育三団体としても努力して参る

所存ですので、関係各位の引き続きのご支援をお願い申し上げます。 

今般、「９月入学に伴う保育所への影響等」等について、現時点において、保育三

団体として考えられる課題をまとめさせていただきましたのでご参考にしていただ

ければ幸いです。 
 

 

 

１．保育の需要増への対応 
待機児童解消に向けた取り組みについては、これまでも強力に実施されてきてい

ますが、未だ解消には至っておりません。そうした中、４月入学を９月入学とした場

合、厚生労働省の試算によれば５０万人分の新たな保育の確保が必要となり、一時

的に保育を必要とする児童数は急増する結果となることは十分予想されます。 

特に、都市部においては、更なる待機児童の増加をもたらすことになります。 

 

２．保育人材確保への対応 
  １.と同趣旨ですが、一時的な保育需要の増加に対応する更なる人材確保（予算面

も含めた）が必要です。 

  ご承知の通り、現下の保育士不足は深刻な状況であり、今回の新型コロナウイル

ス感染症への対応などにより、保育士をはじめ保育従事者は疲弊しつつあると承知

しており、更に１．７万人の保育士不足（厚生労働省の試算）が加速する可能性が

あり、危惧が生じ、人材確保が困難になるのではないかと考えています。 

 

 

 



 

３．子どものケアへの対応 
子どものケアは、保育所保育指針などをもとに、各保育所等が培ってきたノウハウ

によりクラス編成や保育方法などを実践してきております。 

過渡期においては、学年の生まれ月の範囲が変わることにより、子どもの同士の関

係性などの変化がどのような影響を及ぼすかも考慮し、クラス編成や保育方法など、

工夫することが求められます。 

しかしながら、一時的に保育を必要とする児童が増加することに伴い、既にある保

育所等の物理的な部屋などで工夫することにも限界があると危惧しています。 

 

４．社会全体の制度等との整合性 
前記のとおり、課題と考える点を述べさせていただきましたが、９月入学を仮に行

う場合、一気に行うことや段階的に行うなど様々な方法が想定されるところであり、

方法によっては違った課題も生じるものと考えています。 

いずれにしても、保育は社会を支えるものであり、様々な社会全体の制度（保育に

関連しても、保育士試験の実施時期、就職時期など）と整合性が取れること（４月が

起点となっている制度については原則９月を起点とすること）が不可欠と考えられ

ます。 

 

 

（最後に） 

・現在、新型コロナウイルス感染症への対応で保育現場は大変な状況の中で、更に

こうした重大な制度変更を行うことについては、その適応が可能か危惧していま

す。 

 

 ・９月入学制を議論するに際しては、未就学児童への影響にも十分な配慮が必要不

可欠と考えます。 




























